
第10回　横浜市｛ノ｝会議会のあり方調査会議題

平成’16年11月29日（月）14時30分

市会11階小会議室

1　常任委員会の再編について

2　その他

○次回日程：12月24日（金）14：30～1階小会議室

→
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総務局組織管理課長　 音泉　 英紀

連 絡 先　　　 内 線 ：2 0 5 1

局再編成について

1　局再編成の取組み

－‾1

′

（1）基本的な考え方

局再編成は、新しい行政運営の｛ｌ｝基本理念である「協働」「分権」「都市経営」を推進し、行

政サービスに対する市民満足度の一層の向上を目指すため、以下の考え方を基本として、簡

素で効率的・効果的な執行体制を確立しようとするものです。

①　市民に最も身近な基礎的自治体として、民の力が存分に発揮され、活力と個性溢れ

る地域社会構築に向け、行政が担う役割の的確な遂行

②　大都市ならではの規模や集積のメリッ、トを十二分に生かした、市民本位の、区役所

と局の効率的で効畢的な権限と責任の配分

③　環境の重視、既存都市施設の効率的な維持管理、持続可能な財政の確立など、時代

の変化や社会経済情勢の変化に対応した都市経営の実現

（2）実施年次

各事業の進ちょくや関連する改革の進行などにあわせて、17、18年度の2年間で実施す

ることとし、このうち17年度実施分について、より具体的な検討をすすめてまいりました。

局再編成の基本構想の検討経過

平成15年3月　「新時代行政プランＩ」の取組項目として、局機構の再編の取組みを発表

10月　「新時代行政プラン・アク㌣ヨンプラン」において、局の組織機構再編を一
発表（内容：再編理念、再編項目と酪連局）

平成16年2月　平成16年度予算案とともに「局再編成の基本構想」を発表

（内容：基本的な考え方、構想年次、主要な改革項目）

以降、具体的な検討を推進
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【資料】局再編成17年度実施検討・18年度基本構想 図表

（順不同）
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創造事業本潮

税浜プロモーション

推進等柴本部

子育て支援事業本部

※117年度に新設する局の名称は下記に掲載していません

ので、今後具体的に検討の上、議案の中でお示しします。

※2今後の調整により、変更する場合があります。

※3局の設置廃止などに関することば、実施にあたり、市会

の議決が必要となります。
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⊆⊆；書芸1
18年度当初時点の

局編成（順不同）

市民文化芸術局（仮称）

青少年こども家庭局（仮称）

福祉衛生局（仮称）

市立病院経営を推進
する属（※1）

環 境 施 策 を■総 合 的 に
推 進 す る局 （※1）

法 に 基 づ くま ち づ く り
の計 画 ・調整 ・誘 導 を －
体 的 に 推進 す る局 （辣1）－

都 市 の 整 備 を 総 合 的 ・ 、

計 画 的 に 推 進 す る 局 （※ －1）

教育委員会事務局

その他：・

消防局、公営企業の局、
委員会事務局等
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2　17年度実施検討分に関する取組み

－－－・－－、

（1）これまでの取組み

「局再編成の基本構想」に基づき、「政策」「財政」「運営」の緊密な連動を図るなかで、

実現に向けた検討を段階的に進めています。

＜対応＞

①　本市が直面する現状の課題認識、再編の目的1意義などの再確認

②　新局が担うべき主要な機能と方向性など、施策の組立ての検討

③　新局の施策展開を支える、効率的・効果的な部門のあり方について大ぐくり検討

※　まちづくり関連と環境関連の詳細内容は、Ｐ5以降でご説明します。

※　病院経営関連と市大地方独立行政法人関連については、これまで市会本会議な

どにおいて、改革の目的や理念などについて議論もいただきました。そこで、

本日は説明を省かせていただきます。

（2）今後、予定する取組み

①　具体的な「部」「課」構成についての検討
部門の構成想定をもとに、引き続き具体的な「部」「課」などの構成や職員配置につい

て検討をすすめます。

検討にあたっては、局再編成の趣旨を前提としらっ、各々の業務の見直しを行うなど、

簡素で効率的な執行体制の構築を目指します。

②　横浜市事務分掌条例の改正手続
一連の局再編成に関連し、必要となる条例改正部分を今後確定し、第4回市会定例会

へ議案を上程させていただく予定です。

③、17年度予算の編成
新局が再編の効果を十分に生かした事業展開を図ることができるよう、新年度の予算

編成を推進していきます。

④　市民・関係団体・事業者などへの広報・周知

今後の取組みの進ちょくにあわせて適切な時機を捉え、再編の目的・内容等について、

市民・関係団体・事業者などへ広報・周知をすすめます。特に、市民・事業者窓口の変

更などにより混乱を生ずることがないよう、十分留意してまいります。
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参考資料

■過去10年間の職員定数増減

（人）
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※（）数字は対前年度削減率

■新時代行政プラン・アクションプラン削減目標（▲2，100人）の達成状況

こ＿七　‾－： ＝】；、’っ｛
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垂 垂 礪 廓 漸 緻 1 5 ．6 ％ 4 0 ．3 ％
1　 －
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32，000

31．000

＿ご ．⊆ ！・‾呂 ，．；

、－■‾・ ｔ

▲2．100人以上

■平成17年度局再編成対象局職員数（平成16年7月1日現在）
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ｊ
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一　モ、≡【

琵零 務 毒

華
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試 些
Ｆ二‾羊予
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下人ご三こ
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ぷ 童‾、；1 1，7 59 人
；言 熱雲葦
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3　まちづくり関連の現時点での検討状況

Ｌ－一一－、

（1）現状の課題・背景

ァ　市民の視点に立った法令の「体的運用の必要性

・マンション等の建設に伴う周辺住民との紛争の未然防止

イ　適切な土地利用の誘導

・市街化調整区域の土地利用のあり方整理

ウ　まちづくりの総合調整機能の強化

・都市間競争に勝ち抜く都市整備戦略の構築

・都市再生など活力ある都市づくり

ェ　市民に身近な地域のまちづくりに対する要請

オ　誰もが移動しやすい道路交通施策の推進

・駅周辺での一貫したバリアフリー化、駅前広場整備

・道路整備とバス施策との連携拡充

（2）新局等が担うべき主要な機能と方向性

①「‘法に基づくまちづくりの計画・調整・誘導を一体的に推進する局”か担うべき主要な機

能と方向性

ア　都市計画法と琴築基準法等の一体的連動による規制・誘導手法の戦略的展開
イ　開発・建築手続の一元化の実現

ウ　マンション・市営住宅などの良好な住宅資産の形成

工　公共建築物の長寿命化の推進

②　“都市の整備を総合的・計画的に推進する局”が担うべき主要な機能と方向性

ア　都市整備の総合調整機能の強化

イ　都心・京浜臨海部・新横転の活性化など、本市重点プロジェクトの推進強化

り　身近な住宅地から拠点まで、さまざまな手法による地域整備の強進

工　市民との協働や区役所との連携・支援による地域整備の推進

③　道路局

ア　市民や利用者の視点にたった体系的な道路網の整備と安心して利用できる道路管理

イ　安全で円滑に移動できる交通結節点の整備

ウ　バス交通等の交通施策調整機能の拡充
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【図表】まちづくり関連局再編成実施検討図

現行
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ミ＊各部・各部門の所管事務は、おおぐくりに掲載しています。－
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3－1　法に基づくまちづくりの計画．調整・誘導を一体的に推進する局

（1）新局の理念

民の力を積極的に活用し、各地域にふさわしいまちづくりを計画的に進めるために、法に基づく計

画・調整・誘導を一体的に推進すると共に、都市の良好な建築資産の形成を推進する。

（2）新局の部門の構成想定（局名称・各部門名称については、現在検討中です）
ｌ‾

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

1

1

三二－三…了‾

・一一一－－1

は、現行の業務所管属をあらわします。（以下、同じ）

㊥：都市計画局、（藪：建築局、㊥‥緑政局、 ：都市経営局

巨毒毒沐分類軽率垂蓮車重察 撫療当き章毎　 攀
雷上ご
ｒＪ。ウ

′‾（1‘．■ｉＬ毒・卓二・

′・．ＪＩ

・項÷
‘ｊＪ～Ｌご＿1

ｉ：、至て岩

■ごっ。工．、

（ア）総 括 の 部 門 ① 庶 務 、 労 務 、 経 理

・ 局 を 総 括 し、一 層 の 行 政 運 営 の 効 率 化 を 推

進 す る と と も に 、あ わ せ て 中 高 層 建 築 物 や ■

嚢 開 発 事 業 に 係 る 紛 争 を 調 整 し 、 良 好 な 開… 発 ・建 築 計 画 へ の 誘 導 を 実 施

葦② 楓 一紛 争 解 決 の た め の あ っ せ ん ㊥ 1

王
童

ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 番 ① 局 事 業 の 企 画 及 び 土 地 利 用 規 制 立 案 、
■ 総 合 調 整 ㊥ （藪

雪② 都 市 計 画 苧 、に 基 づ く都 市 計 画 の 策 定 ㊥

　 ；

横断的な重要政策課題への対応 ≡萱

研一　 1・ｒ」・・迸長 盛 ‾壷萱萱＝‾－ｆ

・≡ヨ

・Ｊ一．・．
1
＋ゝ＋＋‡＋

∈∃

喜芸藍 売■、覇琶総 連 三■毒■陽 ．－‾闘剽 ＝ 屋

（ウ）建 築 ・宅 地 監 察 の 部 門　　　　　 ≡ （∋ 開 発 ・建 築 行 政 に 係 る 法 制 、 開 発 審 査 会 ・建

築 審 査 会 桓 ）

② 法 子 に 基 づ く 違 反 差 益 指 撃 び 措 置 ㊥

　　 意　　怒

∃

！

① 建 築 基 準 法 令 事 務 に 係 る 規 程 の 立 案 ㊥

② 建 築 物 の 審 査 及 び 許 可 偲 定 ・指 導 （剪 （朝

③ 開 発 許 可 制 度 等 に 係 る企 画 ・立 案 （藪

妻④ 都 市 計 画 法 等 に 基 づ く 開 竿 許 可 ●車琶 ㊥ 要

2

ｔ 　　 ｌ
① 住 宅 政 策 の 立 案 調 整 、 民 醜 宅 施 策 ㊥ 室

羞② 市 営 住 宅 整 備 ・建 設 、 改 良 住 宅 建 設 ㊥

竜③ 市 営 住 宅 の 募 集 、 管 理 、 保 全 ㊥ ・ 董

（カ）公共建築の部門

‡1ｌ毒

　　 ｌ
卜琴 蒜 妄藁芸 ・＿妄

ｔ④公共建築物の電気設備に係る設計、工事監理（藪　　　 要

喜⑤芸芸悪賢 牢調設備等に係る鮒 ’エ …

＊内容については、今後引き続き検討をすすめ、調整を行っ
てまいります。
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3－2　都市の整備を総合的・計画的に推進する局

（1）新局の理念

都市のバランスある発展に向けて、良好な住環境から拠点まで、都市の整備を総合的・計画的に推

進する。

＊内容については、今後引き続き検討をすすめ、調整を行っ
てまいります。

3－3　道路局

（1）道路局の理念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？

人や物の円滑で安全な移動のため、渾路交通施策を一体的に推進する。

（2）部門の構成想定（下線部分が新たに付加する機能）

分

、

才

′
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てまいります。



4　環境関連（環境施策を総合的に推進する局）の現時点での検討状況

（1）現状の課題・背景
ァ　多様化する環境問題への対応と安全や健康に対する市民の要請の高まり

・都市型水害、地球規模の温暖化、有害化学物質など

イ「協働・連携」の推進

・市民、事業者と一体となった環境施策の推進など

ウ　良好な都市環境や景観への期待

・緑地の保全、公園整備、農地保全

・河川や海の水質改善など

（2）新局が担うべき主要な機能と方向性

ァ　幅広い環境施策の総合的な企画・調整機能の強化

・琴たな環境計画の策定など

イ　災害に強い安全な街づくり

・浸水・治水対策の総合的な推進など

ウ　地球環境・広域環境保全対策の推進

・地球温暖化対策、ヒートアイランド対策など

ェ　生活環境保全の推進

・騒音・臭気・有害化学物質・工場排水対策など

・環境規制・指導行政部門の一元化

・環境アセスメント制度の今正な運営

・市民相談窓口のワンストップ化

オ　地域活動の推進

・市民・事業者の環境行動との総合的な連携・支援

・公園・農地・緑地†・・河川等の活用

力　水・緑環境の創造・保全の推進

・河川や海の水質改善

・市民の親水性向上、公園・農地・樹林地などの活用

キ　農地保全の推進

・農業振興施策や市民との協働

ク　下水道事業の健全な経営
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（３）新局の理念

安らぎ・憩い・潤いに満ちた都市環境を創造するとともに、効果的な治水対策を一層充実し、快適で安

全な市民生活を支える環境施策を総合的に推進する。．

（４）新局の部門の構成想定（局名称・各部門名称については、現在検討中です）

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾－‾．‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

ト○は、現行の業務所管鳥をあらわします。㊥：環撃保全局、④：緑政局、㊦：下水道局ｉ

ｌ

：表中の

】

←叫づ

ー（ア）総括の部門 ■①庶務、労務

Ｌ患竹森’

（∋経理（一般会計、企業会計）、経営管理、事業
評価
③地御 査便）

＝姦忘（イ）企画の部門
ｔ

①新たな環境計画策定、環境全般の総合調整
呈董 藁〔芸警諾 ㌶是 認 荒 地球環〕②技術監理、一建設発生土対策（剪墜）（う

③地球温暖化、ヒートアイランド対策 保
…≡冨（ウ）アセス・環境保全の部門 冨慧芸芸芸雪雲妄慧 讐 漲 塩 制

③芸霊 宝 ㊥

④環境影響評価・環境影響審査会事務局塗）

ｔ
ほ睾㌍封塾ニリ１ニー

（エ）環境活動事業の部門
市民・事業者の環境行動との総合的な
連携・支援により、公園・農地・河川
等を活用した地域活動の活性化を推
進するとともに、農業振興施策や市民
との協働による農地保全を推進

①市民・事業者との連携・支援、環境学習 保〕緑 下

雷雲芸讐芸芸子琶冨芸去ヂ芸這誓霊芝慧音

④農地の保全、鹿業専用地区④
冨芸芸芸芸芸慕

才
ほ

ヰ＿－‾‡くオ）施設運営管理の部門 ①河川・公園・緑地等の維持管理 緑 下

各種施設の管理業務の■一元化により、 ②公園・緑地・水路等の財産管理 緑 下

③開発時の環境にかかる事前調整 緑 下

（公園・緑地・遊水池・排水施設審査）

冨芸芸芸て芸≡Ｌ警慧芸㌢警芸芸霊鳥

⑥下水道施設の軍政 ＼改良工事の設計㊦

…至芸≡≡≡≡…≡宴 ‰ ．

冨‡芸芸讐芸荒苧芸芸芝去慧誓急 事④ ㊦

〔鮒 的・効率的な運営竺推進 ・ 〕

ヰ
号長
言

ゾ
†
§ ＼

ｊ・＿

王

要（カ〉環境整備事業の部門…〔崇ノ：－寧 譜 計 ］冨芸崇孟忘芸芸去竿冨妄警琶冒整㊥㊦
：１肢 監
蝶 防

③公園・緑地工事の設計・施行、公園再整備 緑

】童怒 経
ｉ琵 琶
＋ｉ申 ㌻†
重義 注
量革 畳
…恕 ・監■芸
！
・葺潰 億
二言臀 臀

④河川工事の、設計・施行 ’塗 ）

甲 水・下水管路の設計、水路の整鱒 ㊦

芸‡悪霊霊芝芸芸芸芸哲

⑧管路・下水道施設・河川工事の監督－（う

ー１１－

＊内容については、今後引き続き検討をすすめ、調整を行っ
てまいります。



分掌条例で規定する局を掲載しました。

【参考１】局再編成の経緯（Ｓ２９以降を掲載）

＊業務移管は、代表的なもののみ掲載しまし

Ｓ２９Ｓ３１Ｓ３３Ｓ３６Ｓ４３Ｓ４６Ｓ４８Ｓ５２Ｓ５７Ｈ３日６日１５日１６

５０年前４８年前４６年前４３年前３６年前３３年前３１年前２７年前２２年前１３年前１０年前１年前

璧童葉 彗 ． ■且

÷＝・廟メ】憲一㌻∴・、’∂ ▲港湾
局 ｌ員

ｉ巨

巨…

に 埋立
賛・′．■薄事業
司 昆

巌；蕊 課 こぶ 回



「

【参考2】横浜市事務分掌条例（抜粋）

（局の事務分掌）
第1条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第1項後段の規定による横浜市の事務分掌
は、次のとおりとする。
都市経営局
（1）市政運営に係る総合的な調整並びに重要な政策の立案及び調整に関する事項
総務局
（1）議会に関する事項
（2）条例の審査、立案その他の市の行政一般に関する事項
（3）職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関する事項
（4）他の局の主管に属しない事項
財政局
（1）財務に関する事項
市民局
（1）広報及び広聴に関する事項
（2）市民自治組織及び市民に関する事項
福祉局
（1）社会福祉に関する事項
衛生局
（1）保健及び衛生に関する事項
環境保全局
（1）環境保全に関する総合的な企画及び調整に関する事項
（2）公害対策に関する事項
環境事業局
（1）清掃に関する事項
経済局
（1）商業及び工業に関する事項
（2）生活物資に関する事項
縁故局
（1）緑化並びに公園及び緑地に関する事項
（2）農業、畜産業、林業及び水産業に関する事項
都市計画居
（1）都市計画に関する総合的な企画、実施及び調整に関する事項
（2）みなとみらい21事業（都心臨海部総合整備事業）の推進に関する事項
運路局
（1）道路に関する事項
下水道局
（1）下水道及び河川に関する事項
港湾局
（1）港湾に関する事項
（2）臨海開発に関する事項
建築局
（1）住宅及び建築に関する事項

（第2条以下省略）

地方自治法．（抜粋）

（内部組織）
第158条　普通地方公共団体の長はこその権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織

を設けることができる。この場合において、当該普通坤方公共団体の長の直近下位の内部組織
の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

ー13－




